
令和４年 １月２７ 日 
第八管区海上保安本部 

 

第八管区海上保安本部定例記者懇談会 

 

 
１ 日時 
  令和４年１月２７日（木）午後２時００分から 
 
２ 場所 
  舞鶴港湾合同庁舎２階 第１会議室 
 
３ 発表事項 

＜第八管区海上保安本部＞ 

・令和３年における海上犯罪取締の状況 

・安全推進釣具店の認定について 

  ～日本海を訪れるアングラーへの安全啓発～ 

 

４ 業務説明 

 ＜第八管区海上保安本部 船舶技術部＞ 

・船の大きさを表す指標 トン数について 

・復原力について 
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日 曜 業　務　内　容 備　考

1 火 上旬

2 水

3 木

4 金

5 土

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金 中旬

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金

19 土

20 日 美保関灯台・出雲日御碕灯台フォトコンテスト応募締切日

21 月 下旬

22 火

23 水

24 木 第八管区海上保安本部・海上保安学校合同定例記者懇談会

25 金

26 土

27 日

28 月

令和４年２月業務予定

継続

令和４年１月２７日

第八管区海上保安本部
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問合せ先：第八管区海上保安本部 
 警備救難部刑事課長 
   中村喜八郎 
 TEL0773-76-4100（内線 3170） 

  令 和 ４ 年 １ 月 ２ ７ 日   

第八管区海上保安本部 

                      
 

令和３年における海上犯罪取締りの状況 
 
  
◇ 令和３年の第八管区海上保安本部管内（福井県、京都府、兵庫県北部、 
鳥取県、島根県の各沿岸部）における海上犯罪の送致件数は 472 件（前 
年比 82 件減) 

◇ 例年、主な犯罪の多くは密漁等の漁業関係法令違反及び船舶無検査運

航等の海事関係法令違反であるが漁業関係法令違反は前年比 96 件増加

した一方、海事関係法令違反は 145 件減少している。 
 

 
１ 年別 送致状況（件数） 

 
 
 漁業関係 海事関係 刑法犯 環境関係 その他 合計 
Ｒ3 297 (63%) 91 (19%) 38 (8%) 30 (7%) 16 (3%) 472 
Ｒ2 201 (36%) 236 (43%) 38 (7%) 56 (10%) 23 (4%) 554 
Ｒ1 281 (36%) 342 (44%) 46 (6%) 58 (7%) 55 (7%) 782 
Ｈ30 259 (44%) 210 (36%) 31 (5%) 62 (11%) 22 (4%) 584 
Ｈ29 211 (50%) 109 (26%) 41 (9%) 33 (8%) 29 (7%) 423 

※ その他：電波法違反、遊漁船業の適正化に関する法律違反等 
 

211

259
281

201

297

109

210

342

236

91

41 31 46 38 3833
62 58 56

3029 22
55

23 16

423

584

782

554
472

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3

漁業関係 海事関係 刑法犯 環境関係 その他 合計

- 3 -



２ 法令別送致状況 
（１）漁業関係法令違反 

○ 密漁等の漁業関係法令違反の送致件数は 297 件（前年比 96 件増） 
○ 密漁事犯のうち、 
・ さざえ、あわび等の沿岸密漁事犯が 292 件 
を占めています。 

 
【事例】 

令和３年７月、小浜海上保安署職員が巡回中、 
福井県高浜町内の岩場で密漁を行う男性 1 名を 
発見、現場から逃走しようとしたため、漁業法 
違反で現行犯逮捕しました。 

                         
 

 
※ 漁業者からの要請を受け、沿岸警戒及び取締りに努めています。 

各府県の沿岸漁業者が資金をかけて稚貝を放流、養殖し、資源保護に努めているなか、

漁業者では無い一般の方がレジャー感覚で密漁する事案が後を絶ちません。 
 

 
（２）海事関係法令違反 

○ 海事関係法令違反の送致件数は 91 件（前年比 145 件減） 
○ 海事関係法令違反のうち、主なものは 

・ 船舶の検査を受けていない等の「船舶安全法違反」が 58 件 
・ 無資格運航等の「船舶職員及び小型船舶操縦者法違反」が 8 件 
でした。 

 
 

【事例】 
令和２年８月、宮津海上保安署管内におい

て水上オートバイが海岸の岩場に衝突した
旨の通報を受け、現場臨場したところ、女性
が負傷し救急搬送されていた。 
関係者から事情聴取を行い、負傷した女性

（無免許）が単独で水上オートバイに乗船し
ていたことが判明したことから、船舶職員及
び小型船舶操縦者法違反で検挙しました。 

 
 
 
 

違反船舶（水上オートバイ） 

密漁したさざえ、あわび等 
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（３）刑法犯 
○ 刑法犯の送致件数は 38 件（前年比増減なし） 
○ 刑法犯のうち、 
・ 船舶同士の衝突等の「業務上過失往来危険等」が 30 件 
を占めていますが、業務上失火や傷害事件も発生しています。 

 
 
【事例】 

令和３年４月、兵庫県香美町沖合海域で沖

合底びき網漁船船内から出火し、船橋部付近

が焼失したもの。香住海上保安署と鑑識指定

船職員が現場検証を実施し、出火原因を風呂

場に設置された風呂の電熱器と特定しまし

た。 
 
 
 
 
【事例】 

令和３年１月、敦賀港向け航行中の新日本

海フェリーすいせん船内において酩酊した男

性から乗組員が暴力を振るわれ、怪我をした

との通報を受けた。敦賀港入港後、敦賀保安部

職員が船内を調査して、防犯カメラ映像等か

ら被疑者、被疑事実を特定し、傷害の容疑で緊

急逮捕しました。 
 
 
（４）環境関係法令違反 

○ 環境関係法令違反の送致件数は 30 件（前年比 26 件減） 
○ 環境関係法令違反のうち、 
・ ゴミの不法投棄等の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反」が 

13 件 
・ 船舶からの油排出等の「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

違反」が 17 件 
を占めています。 
 

出火した事故船舶 

フェリー「すいせん」船内 
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【事例】 
小浜海上保安署では家庭ゴミの海上への不法

投棄が横行している状況から、集中的に取締り

を行った結果、家庭で発生した一般ごみ総計６

キログラムを海上に投棄した男女６名を廃棄物

の処理及び清掃に関する法律違反で検挙しまし

た。 
 
 
※ 一般の方が不要になった家庭ごみなどを安易な気持ちで投棄される事案も

多く発生しています。 
当管区では今後も海洋環境の保全啓発に努めるとともに、引き続きこれら 

不法行為者の取締りを実施してまいります。 
 
（５）その他法令違反 

○ その他法令違反の送致件数は 16 件（前年比 7 件減） 
○ その他法令違反の主な違反は、 
・ 無線局不法開設等の「電波法違反」が 4 件 
・  遊漁船業の無登録営業等の「遊漁船業の適正化に関する法律違反」が 

6 件 
を占めています。 

※ 遊漁船の無登録営業は、正式に許可を得た遊漁船業者の生活の糧を奪うだ 

けでなく、不十分な管理・安全体制での運航となり重大な事故に繋がる危険性 

があります。 

 
３ 今後の取り組み 

例年、漁業関係、海事関係法令違反が多い状況が続いていることから、第

八管区海上保安本部では、引き続き関係機関と連携し、指導・啓発に努める

とともに、新型コロナウイルス感染防止に万全の対策を講じつつ、航空機や

巡視船艇による広域監視や立入検査、取締りを実施して、地域の安全、安心

に寄与するべく努めてまいります。 
   

海上へ不法投棄された雑魚 
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令和４年１月２７日 

第八管区海上保安本部 

 

 

 

安全推進釣具店の認定について 

～日本海を訪れるアングラーへの安全啓発～ 

１ 認定釣具店 

⑴ 株式会社 上州屋京都右京店（京都府京都市） 

⑵ 株式会社 上州屋京都伏見店（京都府京都市） 

⑶ 株式会社 上州屋滋賀栗東店（滋賀県栗東市） 

⑷ マリンコンパニオン奈良橿原店（奈良県橿原市） 

⑸ フィッシングエイト京都伏見店（京都府京都市） 

 

２ 安全推進釣具店とは 

第八管区海上保安本部では釣りを楽しむ方の安全確保に資するため、釣り中の

事故防止を目的とした情報提供等を積極的に行っていただける釣具店を「安全推

進釣具店」として認定する制度で令和元年１１月に創設したものです。 

現在、安全推進釣具店に認定された店舗は、今回認定された５店舗を含めて、

第八管区海上保安本部管区内（福井県から島根県）で、全２９店舗となります。 
 

居住地別釣り中の事故発生状況（令和２年及び３年内訳） 

 

 

 

 

 

 

京都府南部

及び 管区外

38人, 54%
管区内

32人, 46%

問合せ先：第八管区海上保安本部交通部 

安全対策課長 竹内 正一 

TEL 0773-76-4100（内線 2640） 

 
 

 昨年のＧＷ期間中、京都府北部への釣り等のレジャーを目的とした京都府南

部及び管区外からの来訪者は約８割にのぼります。 

また、令和２年及び３年の第八管区海上保安本部管区内の釣り中の事故者は、

半数以上が京都府南部及び管区外からの来訪者によるものです。 

このため、京都府南部及び管区外に居住するレジャー愛好者への安全対策と

して、これらの地域に所在する釣具店５店舗を新たに「安全推進釣具店」とし

て認定しました。 

今後とも安全推進釣具店と八本部、海上保安部署が連携し、釣り中の海難の

減少に向けた安全推進活動を実施していきます。 

関西：20 人 53％ 

中部：13 人 34％ 

中国： 5 人 13％ 

合計８人 
関西：8人 100％ 

中部：0人  0％ 

中国：0人  0％ 

京都府南部 

及び管区外 

8 人,100% 

管区内 

0 人,0% 

京 都 府 八 管 区 

合計７０人 
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